
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
案
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○

行
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続
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施
行
令
（
平
成
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）

８

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
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○

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行
令
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成
十
九
年
政
令
第
百
二
十
四
号
）
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抄
）
（
第
五
条
関
係
）

９



○

雇
用
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
二
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
法
第
六
十
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
政
令
で
定
め
る
基
準
に
関
す
る
暫
定

（
法
第
六
十
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
政
令
で
定
め
る
基
準
に
関
す
る
暫
定

措
置
）

措
置
）

第
五
条

令
和
六
年
度
及
び
令
和
七
年
度
の
各
年
度
に
お
け
る
第
十
五
条
第
一

第
五
条

令
和
四
年
度
及
び
令
和
五
年
度
の
各
年
度
に
お
け
る
第
十
五
条
第
一

項
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

項
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
労
働
保
険
の
保
険

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
労
働
保
険
の
保
険

料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
前
徴
収
法
（
雇
用
保
険

料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
前
徴
収
法
（
雇
用
保
険

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
条
の

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
十
二
号
）
第
四
条
の
規

規
定
（
同
法
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。
）
に
よ
る

定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
」
と
、

改
正
前
の
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
」
と
、
「
第
十
二

「
第
十
二
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
附

じ
。
）
附
則
第
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
改
正
前

則
第
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
改
正
前
徴
収
法
附

徴
収
法
附
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
徴
収
法
第
十
二
条
第

則
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
徴
収
法
第
十
二
条
第
五
項
」
と

五
項
」
と
す
る
。

す
る
。

（
削
る
）

２

令
和
三
年
度
に
お
い
て
法
附
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国

庫
が
負
担
し
た
額
が
あ
る
場
合
の
令
和
四
年
度
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
と
、
「
加
減
し
た

額
が
、
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
加
減
し
た
額
に
当
該
会
計
年
度
の
前
会
計
年

度
に
お
け
る
法
附
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
庫
の
負
担
額

を
加
算
し
た
額
が
、
改
正
前
徴
収
法
附
則
第
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
改
正
前
徴
収
法
附
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
徴
収
法
第
十
二
条
第
五
項
」
と
す
る
」
と
す
る
。

（
削
る
）

３

令
和
四
年
度
に
お
い
て
法
附
則
第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国

庫
が
負
担
し
た
額
が
あ
る
場
合
の
令
和
五
年
度
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
と
、
「
加
減
し
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た
額
が
、
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
加
減
し
た
額
に
当
該
会
計
年
度
の
前
会
計

年
度
に
お
け
る
法
附
則
第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
庫
の
負
担

額
を
加
算
し
た
額
が
、
改
正
前
徴
収
法
附
則
第
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
改
正
前
徴
収
法
附
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
ら
れ
た
徴
収
法
第
十
二
条
第
五
項
」
と
す
る
」
と
す
る
。

２

令
和
八
年
度
か
ら
令
和
十
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
第
十
五
条
第
一

４

令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
第
十
五
条
第
一

項
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

項
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
十
二
条
第
五
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
十
二
条
第
五
項

」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
徴
収
法
附
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
徴
収
法
第
十
二

れ
る
徴
収
法
附
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
徴
収
法
第
十
二

条
第
五
項
」
と
す
る
。

条
第
五
項
」
と
す
る
。

３

令
和
十
一
年
度
以
降
の
会
計
年
度
の
前
々
会
計
年
度
に
お
い
て
法
附
則
第

５

令
和
九
年
度
以
降
の
会
計
年
度
の
前
々
会
計
年
度
に
お
い
て
法
附
則
第
十

十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
十
五
条
第
一
項
（

三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
十
五
条
第
一
項
（
同

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
十
二
条
第
五
項
」
と

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
十
二
条
第
五
項
」
と
あ

あ
る
の
は
、
「
附
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
徴
収
法
第
十

る
の
は
、
「
附
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
徴
収
法
第
十
二

二
条
第
五
項
」
と
す
る
。

条
第
五
項
」
と
す
る
。

（
法
第
六
十
七
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
場
合
に
関
す
る
暫
定
措
置
）

（
法
第
六
十
七
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
場
合
に
関
す
る
暫
定
措
置
）

第
六
条

令
和
六
年
度
に
お
け
る
第
十
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

第
六
条

令
和
四
年
度
に
お
け
る
第
十
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

条
第
二
号
中
「
徴
収
法
第
十
二
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
改
正
前
徴
収

条
第
二
号
中
「
徴
収
法
第
十
二
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
改
正
前
徴
収

法
（
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
二
十
六

法
（
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
十
二
号

号
）
第
三
条
の
規
定
（
同
法
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限

）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
徴
収
法
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

る
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
徴
収
法
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

て
同
じ
。
）
附
則
第
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
改

）
附
則
第
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
改
正
前
徴
収

正
前
徴
収
法
附
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
徴
収
法
第
十
二

法
附
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
徴
収
法
第
十
二
条
第
五
項

条
第
五
項
」
と
す
る
。

」
と
す
る
。

２

令
和
七
年
度
か
ら
令
和
九
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
第
十
六
条
の
規

２

令
和
五
年
度
か
ら
令
和
七
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
第
十
六
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
号
中
「
第
十
二
条
第
五
項
」
と
あ
る
の

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
号
中
「
第
十
二
条
第
五
項
」
と
あ
る
の

は
、
「
附
則
第
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
徴
収
法

は
、
「
附
則
第
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
徴
収
法

附
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
徴
収
法
第
十
二
条
第
五
項
」

附
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
徴
収
法
第
十
二
条
第
五
項
」
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と
す
る
。

と
す
る
。

３

令
和
十
年
度
以
降
の
会
計
年
度
の
前
会
計
年
度
に
お
い
て
法
附
則
第
十
三

３

令
和
八
年
度
以
降
の
会
計
年
度
の
前
会
計
年
度
に
お
い
て
法
附
則
第
十
三

条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
十
六
条
の
規
定
の
適
用

条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
十
六
条
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
号
中
「
第
十
二
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
附

に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
号
中
「
第
十
二
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
附

則
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
徴
収
法
第
十
二
条
第
五
項
」
と

則
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
徴
収
法
第
十
二
条
第
五
項
」
と

す
る
。

す
る
。

（
法
附
則
第
十
四
条
の
二
第
二
項
の
国
庫
が
負
担
す
る
額
の
算
定
方
法
）

（
削
る
）

第
七
条

法
附
則
第
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
令
和
二
年
度
及
び
令
和
三
年
度
の
各
年
度
に
お
い

て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を

合
計
し
た
額
と
す
る
。

一

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
雇
用
保

険
法
の
臨
時
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第

四
条
に
規
定
す
る
事
業

当
該
年
度
に
お
い
て
中
小
事
業
主
が
休
業
さ
せ

た
者
に
支
給
さ
れ
た
同
条
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

応
休
業
支
援
金
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
休
業
支
援
金
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
、
当
該
休
業
支
援
金
を
受
け
た
者
ご
と
に
当
該
休
業
支
援
金
の

一
日
当
た
り
の
支
給
の
額
か
ら
基
準
額
（
法
第
十
七
条
第
四
項
第
二
号
ロ

に
定
め
る
額
（
そ
の
額
が
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ

た
と
き
は
、
そ
の
変
更
さ
れ
た
額
）
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
を

い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
控
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額

が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
に
当
該
支
給
の
対
象
と
な
つ

た
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
合
算
し
た
額

二

前
号
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
す
る
期
間
に
お
い
て
実
施
す
る
法
第
六
十

二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業

当
該
年
度
に
お
い
て
中
小
事
業
主

が
受
け
た
当
該
事
業
に
よ
る
助
成
（
休
業
に
係
る
助
成
そ
の
他
の
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
助
成
で
あ
つ
て
、
休
業
支
援
金
の
対
象
と
な
る
期
間
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
助
成
を
受
け
た
中
小
事
業
主
ご

と
に
当
該
助
成
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
被
保
険
者
一
人
一
日
当
た

り
の
助
成
の
額
か
ら
基
準
額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
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る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
に
当
該
助
成
の
対
象
と
な
つ
た
日
数
を
乗

じ
て
得
た
額
を
合
算
し
た
額

三

第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
す
る
期
間
に
お
い
て
実
施
す
る
法
第
六

十
二
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
業
（
法
附
則
第
十
四
条
の
二
第
二
項

に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

当
該
年
度
に
お
い
て
中
小
事
業
主
が
受

け
た
当
該
事
業
に
よ
る
助
成
（
休
業
支
援
金
の
対
象
と
な
る
期
間
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
助
成
を
受
け
た
中
小
事
業
主
ご
と
に

当
該
助
成
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
被
保
険
者
各
人
の
一
日
当
た
り

の
助
成
の
額
か
ら
基
準
額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る

場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
に
当
該
被
保
険
者
に
係
る
助
成
の
対
象
と
な

つ
た
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
合
計
し
た
額
を
合
算
し
た
額

２

前
項
の
中
小
事
業
主
と
は
、
そ
の
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
三
億

円
（
小
売
業
又
は
サ
ー
ビ
ス
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
事
業
主
に
つ
い
て
は

五
千
万
円
、
卸
売
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
事
業
主
に
つ
い
て
は
一
億
円
）

を
超
え
な
い
事
業
主
及
び
そ
の
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が
三
百
人
（
小

売
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
事
業
主
に
つ
い
て
は
五
十
人
、
卸
売
業
又
は
サ

ー
ビ
ス
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
事
業
主
に
つ
い
て
は
百
人
）
を
超
え
な
い

事
業
主
を
い
う
。

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
附
則
第
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
国
庫
が
負
担
す
る
額
の
算
定
方
法
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
。

（
法
附
則
第
十
四
条
の
四
第
二
項
の
国
庫
が
負
担
す
る
額
の
算
定
方
法
）

（
削
る
）

第
八
条

前
条
の
規
定
は
、
法
附
則
第
十
四
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
前
条
第
一
項
中
「
令
和
二
年
度
及
び
令
和
三
年
度
の
各
年
度
」
と

あ
る
の
は
、
「
令
和
四
年
度
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
係
る
職
業
能
力
開
発
校
等
の
施
設
及
び
設
備

（
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
係
る
職
業
能
力
開
発
校
等
の
施
設
及
び
設
備

に
要
す
る
経
費
に
関
す
る
補
助
金
の
特
例
）

に
要
す
る
経
費
に
関
す
る
補
助
金
の
特
例
）

第
七
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）
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（
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
に
よ
る
補
助

に
係
る
特
例
）

（
削
る
）

第
十
条

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
（
平
成

二
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
）
附
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
に
つ
い
て

は
、
法
第
六
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
に
対
す
る
経

費
の
補
助
の
事
業
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十

二
条
及
び
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
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○

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
七
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
介
護
休
業
手
当
金
に
対
す
る
国
の
負
担
に
関
す
る
暫
定
措
置
）

（
育
児
休
業
手
当
金
等
に
対
す
る
国
の
負
担
に
関
す
る
暫
定
措
置
）

第
七
条
の
三

法
第
九
十
九
条
第
四
項
第
一
号
（
介
護
休
業
手
当
金
に
係
る
部

第
七
条
の
三

法
第
九
十
九
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
割

分
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
割
合
は

合
は
、
当
分
の
間
、
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同

、
当
分
の
間
、
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に

項
に
定
め
る
割
合
に
百
分
の
五
十
五
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。

定
め
る
割
合
に
百
分
の
五
十
五
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。

第
七
条
の
三
の
二

令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る

第
七
条
の
三
の
二

平
成
二
十
九
年
度
か
ら
令
和
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お

法
第
九
十
九
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
割
合
は
、
第
二

け
る
法
第
九
十
九
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
割
合
は
、

十
二
条
の
三
第
二
項
及
び
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
割

第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
及
び
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め

合
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。

る
割
合
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。
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○

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
介
護
休
業
手
当
金
に
要
す
る
費
用
の
公
的
負
担
に
関
す
る
暫
定
措
置
）

（
育
児
休
業
手
当
金
及
び
介
護
休
業
手
当
金
に
要
す
る
費
用
の
公
的
負
担
に

関
す
る
暫
定
措
置
）

第
三
十
七
条
の
二

法
第
百
十
三
条
第
四
項
第
一
号
（
介
護
休
業
手
当
金
に
係

第
三
十
七
条
の
二

法
第
百
十
三
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

る
部
分
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
割

る
割
合
は
、
当
分
の
間
、
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同

合
は
、
当
分
の
間
、
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に

項
に
定
め
る
割
合
に
百
分
の
五
十
五
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。

定
め
る
割
合
に
百
分
の
五
十
五
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。

第
三
十
七
条
の
三

令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る

第
三
十
七
条
の
三

平
成
二
十
九
年
度
か
ら
令
和
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お

法
第
百
十
三
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
割
合
は
、
第
二

け
る
法
第
百
十
三
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
割
合
は
、

十
九
条
第
二
項
及
び
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
割
合
に

第
二
十
九
条
第
二
項
及
び
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
割

百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。

合
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。
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○

行
政
手
続
法
施
行
令
（
平
成
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
に
係
る
意
見
公
募
手
続
を

実
施
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
命
令
等
に
関
す
る
特
例
）

（
削
る
）

第
二
条

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
十
一
条
の
二

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
四
条
第
一
項
第
七
号
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
、
第
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
十
五
条
第
一
項

及
び
第
二
項
、
第
十
六
条
（
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
第
十
四
条
の
二
第
一

項
、
同
法
附
則
第
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
法

第
十
五
条
第
一
項
、
同
法
第
十
五
条
第
二
項
、
同
法
附
則
第
十
一
条
の
二
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
法
第
十
六
条
（
同
法
附
則
第
十
一
条

の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
」
と
、
「
、
第
十
九
条
第
一
項

、
第
二
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
、
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
第
十
九
条
第
一

項
、
同
法
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
五
項
、
同
法
附
則
第
十
一
条
の
二
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
六
項
並
び
に
同
法
」
と

す
る
。

（
雇
用
保
険
法
に
係
る
意
見
公
募
手
続
を
実
施
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
命
令

（
雇
用
保
険
法
に
係
る
意
見
公
募
手
続
を
実
施
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
命
令

等
に
関
す
る
特
例
）

等
に
関
す
る
特
例
）

第
二
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）
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○

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
百
二
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
労
働
保
険
特
別
会
計
の
雇
用
勘
定
に
お
け
る
積
立
金
等
か
ら
の
補
足
の
特

（
労
働
保
険
特
別
会
計
の
雇
用
勘
定
に
お
け
る
積
立
金
等
か
ら
の
補
足
の
特

例
）

例
）

第
七
条
の
三

令
和
五
年
度
に
お
け
る
第
五
十
六
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規

第
七
条
の
三

令
和
二
年
度
及
び
令
和
三
年
度
の
各
年
度
に
お
け
る
第
五
十
六

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
三
項
第
二
号
ハ
中
「
法
」
と
あ
る
の
は
「

条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
三
項
第
一
号

雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
二
十
六
号
）

中
「
雇
用
保
険
法
」
と
あ
る
の
は
「
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

附
則
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
附
則
第
二
十

律
（
令
和
四
年
法
律
第
十
二
号
。
次
号
に
お
い
て
「
令
和
四
年
法
律
第
十
二

条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
」
と
、
「
以
下
こ

号
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
雇
用
保
険
法
」
と
、
同

の
条
」
と
あ
る
の
は
「
ハ
及
び
次
項
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
及
び
二
事
業

項
第
二
号
ハ
中
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
令
和
四
年
法
律
第
十
二
号
第
五
条
の

費
充
当
歳
出
額
に
係
る
歳
出
の
翌
年
度
へ
の
繰
越
額
」
と
あ
る
の
は
「
、
二

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
（
以
下
こ
の
ハ
に
お
い
て
「
旧
法
」
と
い
う
。
）

事
業
費
充
当
歳
出
額
に
係
る
歳
出
の
翌
年
度
へ
の
繰
越
額
及
び
雇
用
安
定
事

附
則
第
二
十
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
二
項

業
（
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
六
条
第
二
項
の
規
定

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
旧
法
」
と
、
「
超
過
額
相
当
額
を
」

に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る

と
あ
る
の
は
「
超
過
額
相
当
額
及
び
雇
用
安
定
事
業
（
雇
用
保
険
法
附
則
第

改
正
前
の
雇
用
保
険
法
附
則
第
十
四
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限

十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。

る
。
）
に
係
る
法
附
則
第
二
十
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

）
に
係
る
超
過
額
相
当
額
の
合
計
額
を
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
及
び
二
事

適
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
百
五
条

業
費
充
当
歳
出
額
に
係
る
歳
出
の
翌
年
度
へ
の
繰
越
額
」
と
あ
る
の
は
「
、

に
規
定
す
る
超
過
額
に
相
当
す
る
金
額
」
と
す
る
。

二
事
業
費
充
当
歳
出
額
に
係
る
歳
出
の
翌
年
度
へ
の
繰
越
額
及
び
雇
用
安
定

事
業
に
係
る
超
過
額
相
当
額
」
と
す
る
。

２

令
和
六
年
度
に
お
け
る
第
五
十
六
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
の
適
用

２

令
和
四
年
度
に
お
け
る
第
五
十
六
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
条
第
三
項
第
二
号
ハ
中
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
法
附
則
第

に
つ
い
て
は
、
同
条
第
三
項
第
二
号
ハ
中
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
法
附
則
第

二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
」
と
、
「
以

二
十
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
二
項
の
規
定

下
こ
の
条
」
と
あ
る
の
は
「
ハ
及
び
次
項
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
及
び
二

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
」
と
、
「
超
過
額
相
当
額
を
」
と
あ
る
の

事
業
費
充
当
歳
出
額
に
係
る
歳
出
の
翌
年
度
へ
の
繰
越
額
」
と
あ
る
の
は
「

は
「
超
過
額
相
当
額
及
び
雇
用
安
定
事
業
（
雇
用
保
険
法
附
則
第
十
四
条
の

、
二
事
業
費
充
当
歳
出
額
に
係
る
歳
出
の
翌
年
度
へ
の
繰
越
額
及
び
雇
用
安

四
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る

定
事
業
（
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
二

超
過
額
相
当
額
の
合
計
額
を
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
及
び
二
事
業
費
充
当
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十
六
号
）
附
則
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

歳
出
額
に
係
る
歳
出
の
翌
年
度
へ
の
繰
越
額
」
と
あ
る
の
は
「
、
二
事
業
費

と
さ
れ
た
同
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
雇
用
保
険
法
附
則
第
十
四

充
当
歳
出
額
に
係
る
歳
出
の
翌
年
度
へ
の
繰
越
額
及
び
雇
用
安
定
事
業
に
係

条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
法
附
則
第
二
十
条
の

る
超
過
額
相
当
額
」
と
す
る
。

二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
百
五
条
に
規
定
す
る
超
過
額
に
相
当
す
る
金

額
」
と
す
る
。


	○　雇用保険法施行令（昭和五十年政令第二十五号）（抄）（第一条関係）

